
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
封
印
等
）

第
十
一
条

自
動
車
の
所
有
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
登
録
番
号
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
番
号
を
記
載
し
た
自
動
車
登
録
番
号
標
を
国
土
交
通
大
臣
又
は

第
二
十
五
条
の
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
か
ら
交
付
を
受
け
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
れ
を
当
該
自
動
車
に
取
り
付
け
た
上
、
国
土
交
通
大
臣

（
政
令
で
定
め
る
離
島
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
政
令
で
定
め
る
市
町
村
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
封
印
取
付
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
行
う
封
印
の
取
付
け
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
自
動
車
登
録
番
号
標
が
滅
失
し
、
き
損
し
、
若
し
く
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
適
合
し
な
く
な
り
、

又
は
こ
れ
に
記
載
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
の
識
別
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
な
る
自
動
車
登
録
番
号
標
又
は
封
印
の
取

り
外
し
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
封
印
取
付
受
託
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

○
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
二
条
中
道
路
運
送
車
両
法
第
十
一
条
及
び
第
二
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
」
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
百
五
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三
・
四

（
略
）



○
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
自
動
車
登
録
番
号
標
の
封
印
等
に
関
す
る
離
島
及
び
市
町
村
の
指
定
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
離
島
は
、
本
土
と
の
隔
絶
の
状
態
及
び
当
該
離
島
に
使
用
の
本
拠
を
有
す
る
自
動
車
の
数
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
離
島
と

す
る
。

２

法
第
十
一
条
第
二
項
の
市
町
村
は
、
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
分
布
の
状
態
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
と
す
る
。


